
案　件　名

配置予定技術者の要件について、社会福祉法人は、
「国又は地方公共団体等（国、地方公共団体、公共法人
及び国土交通省令で定める法人）」に含まれない。
また、社会福祉法人が行った府・市からの補助金事業
の対象である新築工事も含まれない。

2（8）配置予定技術者の要件について

国又は地方公共団体等に社会福祉法人を含めても宜しい
でしょうか。
若しくは社会福祉法人が行った新築工事の内、府・市から
の補助金事業を含めても宜しいでしょうか。
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